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串
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斎
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火
葬
受
付
は
串
間
市
役
所�

�

☎
72

－

１
１
１
１
で
行
い
ま
す
）

住
所
等
変
更
登
記
の
義
務
化
に�

�

関
す
る
法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

●�

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
不
動
産
所
有
者

（
所
有
権
の
登
記
名
義
人
）は
、
氏
名
も
し

く
は
名
称
ま
た
は
住
所
に
つ
い
て
変
更
が

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
日
か
ら
２
年

以
内
に
変
更
の
登
記
の
申
請
を
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。
対
象
に
は
、
法

人
の
方
も
含
ま
れ
ま
す
。
お
早
め
に
登
記

の
申
請
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●�

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
そ
の
申
請
を

怠
っ
た
と
き
は
、
５
万
円
以
下
の
過
料
の

適
用
対
象
と
な
り
ま
す
。

●�

住
所
等
変
更
登
記
の
義
務
化
の
施
行
日
は

令
和
８
年
４
月
１
日
で
す
が
、
施
行
日
よ

り
前
に
住
所
な
ど
を
変
更
し
た
場
合
で

あ
っ
て
も
、
変
更
登
記
を
し
て
い
な
い
場

合
に
は
義
務
化
の
対
象
と
な
り
、
令
和
10

年
３
月
31
日
ま
で
に
変
更�

�

登
記
を
し
て
い
た
だ
く
必�

�

要
が
あ
り
ま
す
。
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シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ（
う
な
ぎ
稚
魚
）の��

採
捕
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

12
／
12
～
令
和
８
年
３
／
26
ま
で
、
県
内
各

河
川
に
お
い
て
、
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
の
採
捕
が

行
わ
れ
ま
す
。

シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
を
採
捕
で
き
る
の
は
、
知
事

の
許
可
を
受
け
た
方
で
あ
り
、
許
可
を
受
け

て
い
な
い
方
が
採
捕
す
る
と
、
法
令
違
反
と

し
て
検
挙
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
無
許
可
で
採
捕
さ
れ
た
う
な
ぎ
稚
魚

（
全
長
13
セ
ン
チ
以
下
）で
あ
る
と
知
り
な
が

ら
譲
り
受
け
な
ど
を
行
っ
た
場
合
も
同
様
に

検
挙
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

検
挙
さ
れ
た
場
合
、
３
年
以
下
の
懲
役
ま
た

は
３
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
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宮
崎
県
農
政
水
産
部
水
産
局
漁
業
管
理
課
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12
／
４（
木
）～
10（
水
）は�

�

「
第
77
回
人
権
週
間
」

●��

人
権
週
間
と
は

今
年
も
12
月
４
日
か
ら
人
権
週
間
が
始
ま
り

ま
す
。
人
権
週
間
の
由
来
は
、
昭
和
23
年

（
１
９
４
８
年
）12
月
10
日
、
パ
リ
に
お
け
る

第
３
回
国
際
連
合
総
会
に
お
い
て
世
界
人
権

宣
言
が
採
択
さ
れ
、
こ
の
日
を
記
念
し
て
国

際
連
合
は
、
毎
年
12
月
10
日
を「
人
権
デ
ー
」

と
定
め
、
す
べ
て
の
加
盟
国
に
対
し
人
権
思

問

想
の
普
及
高
揚
に
努
め
る
よ
う
に
呼
び
か
け

た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

わ
が
国
で
も
、
毎
年
12
月
４
日
か
ら
10
日
ま

で
の
１
週
間
を「
人
権
週
間
」
と
し
て
、
広

く
国
民
に
人
権
思
想
の
普
及
と
人
権
意
識
の

高
揚
を
呼
び
か
け
る
た
め
さ
ま
ざ
ま
な
行
事

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

●��

啓
発
活
動
重
点
目
標�

～
人
権
啓
発
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
～

「
誰
か
」の
こ
と
　
じ
ゃ
な
い
。

●�

こ
ん
な
と
き
は
人
権
擁
護
委
員
に

い
じ
め
、
体
罰
、
虐
待
、
Ｄ
Ｖ
、
離
婚
問
題

な
ど
家
庭
内
の
問
題
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

で
お
困
り
の
方
、
ま
た
人
権
が
侵
害
さ
れ
た

り
、
侵
害
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
き
は
、
お

近
く
の
人
権
擁
護
委
員
ま
た
は
宮
崎
地
方
法

務
局
日
南
支
局
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談

は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で

安
心
し
て
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
全
国
共
通
人
権
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
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特
設
人
権
相
談
所
の
開
設
に
つ
い
て

●�

日
時
＝
12
／
8（
月
）10
：
00
～
15
：
00

●�

場
所
＝
市
役
所
地
下
Ｃ
会
議
室
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方
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務
課
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務
係
☎
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－
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7

問

串
間
中
学
校 

地
域
貢
献
活
動�

�
（
ク
リ
ー
ン
作
戦
）

生
徒
会
執
行
部
が
中
心
と
な
り
、
串
間
市
の

た
め
に
活
動（
ご
み
拾
い
な
ど
）
を
行
い
ま

す
。
も
し
お
時
間
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
一
緒

に
活
動
し
ま
せ
ん
か
？

●�

日
時
＝
12
／
12（
金
）13
：
30
～
15
：
00
ま
で

●
会
場
＝
市
内
18
カ
所

●�

内
容
＝
地
域
へ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

（
清
掃
活
動
・
環
境
整
備
）

●
そ
の
他

・�

詳
し
く
は
下
記
の
二
次
元�

�

コ
ー
ド
よ
り
、
串
間
中
学�

�

校
地
域
貢
献
活
動
サ
イ
ト�

�

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・�

当
日
、
雨
天
順
延
の
場
合
は
、
串
間
中
学

校
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
伝
え
し
ま
す
。
予

備
日
は
12
／
15（
月
）で
す
。

　

 �

串
間
市
立
串
間
中
学
校（
担
当
：
川
崎
）

☎
72

－

０
１
１
５

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド�

ら
く
ら
く
出
張
申
請
の
ご
案
内

●�

出
張
申
請
と
は
…

・�

好
き
な
場
所（
自
宅
・
施
設
・
病
院
・
職
場

な
ど
）で
申
請
で
き
ま
す
。

・�

無
料
で
出
張
し
ま
す
！！

・�

申
請
時
間
は
、
お
１
人
さ
ま
10
分
程
度
！！

・�

カ
ー
ド
も
自
宅
ま
で
お
届
け
い
た
し
ま
す
！！

・�

申
請
希
望
者
１
名
で
も
お
申
し
込
み
可
能
で
す
。

●�

利
用
方
法

問

令
和
７
年
度　
年
末
年
始
の
ご
み
収
集・

受
け
入
れ
な
ど
の
運
転
日
程
表

●��
可
燃
ご
み
受
け
入
れ
に
つ
い
て�

旧
串
間
市
じ
ん
芥
処
理
場
で
は
、
年
末
年

始
を
除
く
毎
週
日
曜
日（
９
：
00
～
11
：
30
、

13
：
00
～
15
：
00
）に
、
可
燃
ご
み（
市
の
指

定
袋
に
入
れ
た
も
の
に
限
る
）
と
資
源
ご
み

の
受
け
入
れ
を
行
い
ま
す
。

●��

年
末
の
収
集
に
つ
い
て�

可
燃
ご
み
と
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
リ
サ
イ
ク
ル
は

12
／
30（
火
）
ま
で
通
常
通
り
収
集
を
行
い

ま
す
。
12
／
31（
水
）
か
ら
１
／
４（
日
）
ま

で
は
収
集
を
行
い
ま
せ
ん
。

●��

年
始
の
収
集
に
つ
い
て�

１
／
５（
月
）以
降
、
通
常
収
集
を
行
い
ま
す
。

●��

資
源
ご
み
用
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て�

12
／
30（
火
）に
配
布
す
る
１
／
５（
月
）分
の

資
源
ご
み
用
コ
ン
テ
ナ
は
、
各
地
区（
上
町
、

桜
ヶ
丘
、
城
山
、
霧
島
、
桂
原
、
穂
佐
ヶ
原
）

の
資
源
保
管
庫
内
に
入
れ
ま
す
。

●��

受
け
入
れ
時
間�

・�

日
南
市
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー�

�

９
：
00
～
11
：
30
、
13
：
00
～
16
：
45

　
・�

黒
潮
環
境
セ
ン
タ
ー�

�

８
：
45
～
11
：
30
、
13
：
00
～
16
：
30

※�

黒
潮
環
境
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
通
常
は

月
～
金
曜
日
、
毎
月
第
２
・
第
４
日
曜
日
が

搬
入
日
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
令
和
７
年
度

に
つ
い
て
は
、
12
／
27（
土
）、
12
／
28（
日
）

も
搬
入
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

 �・
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令和７年度　年末年始のごみ収集・受け入れなどの運転日程表　〇：営業日　×：休業日

施設区分 内容
12月 １月

27日 28日 29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日 5日
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

旧串間市
じん芥処理場 家庭系

可燃ごみ
（市指定袋に入れたもの） × 〇 × × × × × × 〇 ×

資源ごみ × 〇 × × × × × × 〇 ×

日南市
クリーン
センター

家庭系

可燃ごみ 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇

資源ごみ 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇

粗大ごみ 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇

事業系
可燃ごみ 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇

粗大ごみ 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇

黒潮環境
センター

家庭系・
事業系

不燃・缶・
ペットボトル・ビン 〇 〇 〇 〇 × × × × × 〇

収集業務
家庭系

可燃ごみ × × 〇 〇 × × × × × 〇

不燃・危険ごみ × × × × × × × × × ×

粗大ごみ × × × × × × × × × 〇

資源ごみ × × ×
×�

コンテナ配布�
（資源保管庫内）

× × × × × 〇

プラスチックリサイクル × × 〇 〇 × × × × × 〇

事業系 生ごみ × × 〇 〇 〇�
午前中 × × × × 〇

串間エコ
クリーン
センター

家庭系 し尿・汚泥 × × 〇 〇 × × × × × 〇

販　売 エコ肥料 × × 〇 〇 × × × × × 〇

葬斎場 火　葬
一般業務（火葬） 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇

受付業務
〇�
警備
受付

〇�
警備
受付

〇�
警備
受付

〇�
警備
受付

〇�
警備
受付

×
〇�
警備
受付

〇�
警備
受付

〇�
警備
受付

〇
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